
　 随意契約締結状況（100万円以上） [令和５年８月～令和５年９月]　　　　　　

物品等又は役務の名称及び数量
随意契約担当課の
名称及び所在地

随意契約の締結した日 随意契約の相手方の氏名及び住所
随意契約に係る
契約金額

随意契約によることとした理由
その他必要な事項

（備考）

1
北海道赤十字血液センター
B4サイズ折込チラシの作成
数量：1,130,000部

総務部経理課
札幌市西区二十四軒
2条1丁目

2023年8月4日
ジャパンプリント㈱
札幌市豊平区平岸３条２丁目1-24　中昭三
条ビル２階

¥2,168,100
予定価格が250万円をこえない工事又は
製造の請負であるため。(日本赤十字社
会計規則第35条第1項)

2
北海道ブロック血液センター
エックス線照射装置の線量計プローブの交換
数量：1式

総務部経理課
札幌市西区二十四軒
2条1丁目

2023年8月4日
富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会
社北海道・東北支店
札幌市中央区大通西10-4-133

¥1,056,000

同社は、当該機器製造・保守業者であ
り、他社では取り扱いできないため、契約
の性質又は目的が競争を許さない場合
に該当する。(日本赤十字社会計規則第
36条第4項)

3
北海道赤十字血液センター
献血者処遇品（トミカ　献血バス）の調達
巣量：6,000個

総務部経理課
札幌市西区二十四軒
2条1丁目

2023年8月9日
株式会社東亞
住所：東京都千代田区飯田橋2-16-9

¥3,795,000

同社は、製造メーカーである株式会社タ
カラトミーより指定された業者であるた
め、当該業者のみが取扱い可能であるこ
とから、契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当する。（日本赤十字社
会計規則第36
条第4項）

4
北海道ブロック血液センター
PCR装置の調達
数量：1台

総務部経理課
札幌市西区二十四軒
2条1丁目

令和5年8月17日
株式会社メディカルサイエンス
札幌市厚別区もみじ台東6丁目9-14

¥1,084,380
予定価格が160万円をこえない財産を買
い入れるときに該当するため。（日本赤十
字社会計規則施行細則第35条第2項）

5
北海道ブロック血液センター
冷凍室A系統冷凍機圧縮機交換作業
数量：1式

総務部経理課
札幌市西区二十四軒
2条1丁目

令和5年8月25日
天満冷凍機株式会社
広島市西区中広町3丁目25-19

¥1,300,000

同社は、当該設備の設置業者であり、工
事に必要な技術・能力を有する唯一の業
者であることから、契約の性質又は目的
が競争を許さない場合に該当する。（日
本赤十字社会計規則第36条第4項）
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　 随意契約締結状況（100万円以上） [令和５年８月～令和５年９月]　　　　　　

物品等又は役務の名称及び数量
随意契約担当課の
名称及び所在地

随意契約の締結した日 随意契約の相手方の氏名及び住所
随意契約に係る
契約金額

随意契約によることとした理由
その他必要な事項

（備考）

6
北海道赤十字血液センター
献血者処遇品（boxティッシュ3箱入り）
巣量：6,000個

総務部経理課
札幌市西区二十四軒
2条1丁目

2023年9月5日
株式会社LNJ商事
札幌市中央区大通西8丁目2番6号
LNJ札幌大通公園ビル5階

¥1,254,000
予定価格が160万円をこえない財産を買
い入れるときに該当するため。（日本赤十
字社会計規則施行細則第35条第2項）

7
北海道ブロック血液センター
エックス線照射装置のエックス線管球の交換
数量：1式

総務部経理課
札幌市西区二十四軒
2条1丁目

2023年9月12日
富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会
社北海道・東北支店
札幌市中央区大通西10-4-133

¥4,972,000

同社は、当該機器製造・保守業者であ
り、他社では取り扱いできないため、契約
の性質又は目的が競争を許さない場合
に該当する。(日本赤十字社会計規則第
36条第4項)

8
北海道ブロック血液センター
研究用保冷庫の調達
数量：1台

総務部経理課
札幌市西区二十四軒
2条1丁目

令和5年9月14日
株式会社メディカルサイエンス
札幌市厚別区もみじ台東6丁目9-14

¥1,093,400
予定価格が160万円をこえない財産を買
い入れるときに該当するため。（日本赤十
字社会計規則施行細則第35条第2項）

9
北海道ブロック血液センター
無菌接合装置の調達
数量：1式

総務部経理課
札幌市西区二十四軒
2条1丁目

2023年9月22日
テルモBCT株式会社
東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
東京オペラシティタワー49階

¥1,397,000

同社は、当該機器の製造・販売業者であ
ることから、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当する。（日本赤十
字社会計規則第36条第4項）
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